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【事案の概要】

１　特許庁における手続の経緯等

（１）　被告（株式会社イマック）は、以下の部分
意匠（意匠登録第1568314号。以下「本件登録
意匠」という。）の意匠権者である。
部分意匠　　　　�別紙審決書（写し）記載の

別紙第１のとおり（別紙第
１の「図面」は別紙１のと
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おりである。）
出願日　　　　　平成28年９月26日
設定登録日　　　平成28年12月22日
意匠に係る物品　�「放熱フィン付き検査用照

明器具」
（２）　原告（シーシーエス株式会社）は、平成29
年５月８日、本件登録意匠について、意匠登録
無効審判（以下「本件審判」という。）を請求し�
た。
特許庁は、本件審判の請求を無効2017－
880005号事件として審理し、同年12月27日、「本
件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以
下「本件審決」という。）をし、その謄本は、平
成30年１月11日、原告に送達された。

（３）　原告は、平成30年２月９日、本件審決の取
消しを求める本件訴訟を提起した。

２　本件審決の理由の要旨

（１）　本件審決の理由は、別紙審決書（写し）記
載のとおりである。その要旨は、本件登録意匠
は、その意匠登録出願前に頒布された刊行物で
ある甲１（意匠登録第1224780号公報）に記載さ
れた部分意匠（別紙審決書（写し）記載の別紙
第３のとおり。以下「甲１意匠」という。）又は
甲２（意匠登録第1224615号公報）に記載された
部分意匠（別紙審決書（写し）記載の別紙第４
のとおり。以下「甲２意匠」という。）に類似し
ないから、意匠法３条１項３号に掲げる意匠に
該当せず、本件登録意匠の登録は同法48条１項
の規定により無効とすることはできない、とい
うものである（なお、別紙審決書（写し）記載
の別紙第３の「図面」は別紙３のとおりであり、
別紙第４の「図面」は別紙４のとおりである。）。

（２）　本件審決が認定した本件登録意匠、甲１意
匠及び甲２意匠の各形態、本件登録意匠と甲１
意匠との対比、本件登録意匠と甲２意匠との対
比は、以下のとおりである。
ア　本件登録意匠

本件登録意匠（別紙１の各図面の実線で表
した部分。以下「本件実線部分」という場合
がある。）の形態は、以下のとおりである。
（ア）　全体の構成態様

正面から見て、横向き円柱状の軸体に、
それよりも径が大きい６つのフィン部が等
間隔に設けられて一体になったものであり、
中間のフィン部は同形同大であり、最後部
のフィン部（以下「後フィン部」という。）は、
中間フィン部とほぼ同形であるが、幅（厚
み）が中間フィン部に比べて大きく、後端
面の外周角部が面取りされている。

（イ）　各フィン部の右側面形状
右側面（又は右側面斜め方向）から見た
各フィン部の外周は、「下部を切り欠いた
円形状」であり、後フィン部の後端面にお
いて、切り欠き部の両端の点が後フィン
部の中心（正確には仮想円の中心）と結ん
で成す角度は約48°であり、すなわち、切
り欠き部を除いた円弧の内角が312°（＝
360°－48°）となっている。底面から見
て、各フィン部の下部に表された切り欠き
部の最大縦幅は、各フィン部の最大縦幅の
約１／２である。

（ウ）　各フィン部の平面形状
各フィン部は、左側面側外周寄りに傾斜
面が形成されており、平面から見た傾斜面
の幅（厚み）は、中間フィン部においては
傾斜していない周面の幅（厚み）よりも大
きく、傾斜面幅：周面幅は約５：３であり、
後フィン部においては両者がほぼ同幅であ
り、傾斜面幅：周面幅：面取り幅が約５：
５：1.5となっている。また、平面から見た
中間フィン部の最大横幅：最大縦幅は約１：
９であり、後フィン部のそれは約１：６で
ある。すなわち、後フィン部の厚みは中間
フィン部の約1.5倍である。

（エ）　軸体と各フィン部の構成比
平面から見た軸体の縦幅と各フィン部
の最大縦幅の比は、約５：13である。また、
軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）：中間
フィン部の最大横幅の比は、約３：２である。

（オ）　ねじ穴部
右側面から見て、後フィン部の後端面に
は、左端寄り、中央部及び右端寄りに、３
つの同大の円形状ねじ穴部が設けられてお


